
 議員提出第１０号議案 

  品川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する

条例 

 上記の議案を地方自治法（昭和２２年法律第６７条）第１１２条および品川区議会会

議規則（昭和５３年品川区議会規則第１号）第１４条第１項の規定により提出する。 
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品川区議会議長 
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   品川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正す

る条例 

 品川区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和２７年品川区

条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第７条を次のように改める。 

第７条 削除 

   付 則 

１ この条例は、平成２６年１月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に、この条例による改正前の品川区議会議員の議員報酬、費

用弁償及び期末手当に関する条例第７条の規定により、支給する出会に係る費用弁償

については、なお従前の例による。 

 （説明）区議会議員の出会に係る費用弁償を廃止する必要がある。 

 


